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令和３年度第３回調布市公共交通活性化協議会議事録 

 

開会 

【事務局】  

定刻となりましたので，ただいまから令和３年度第３回調布市公共交通活

性化協議会を開催いたします。  

本日は，御多忙の中，御出席を賜り，誠にありがとうございます。会議に

先立ちまして，皆様に新型コロナウイルス感染症の対策について，お願いを

させていただきます。委員の皆様には，本協議会におけるコロナ対策につい

て，事前に文書を送付しておりますが，改めて感染拡大防止のため，場内で

のマスク着用をお願いいたします。会議の時間につきましても，感染防止の

観点から１５時３０分終了予定とさせていただきますので，予め御了承くだ

さい。  

また，委員の皆様が質問をされる際には，マイクを席までお持ちしますが，

マイクは使用の都度，消毒しましてから，次に質問をされる方にお渡ししま

すので，委員間でのマイクの受け渡しはお控えくださいますようお願いいた

します。  

なお，本日，国土交通省関東運輸局のＭ委員と国土交通省相武国道事務所

のＮ委員，東京都北多摩南部建設事務所のＯ委員におかれましては，欠席の

旨，連絡をいただいております。  

また，京王バス労働組合東支部のＫ委員の代理としてＬ様に，一般社団法

人東京ハイヤー・タクシー協会三多摩支部のＩ委員の代理としてＪ様に，狛

江市都市整備部Ｐ委員の代理としてＱ様に御出席いただいておりますので，

御報告申しあげます。  

本日，傍聴につきましては，先着順に１０人まで受け付けることとしてお

ります。予め御承知おきください。  

それでは，本協議会を主催いたします交通対策課長の坂本から，御挨拶を

申しあげます。  

【事務局】  
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交通対策課の坂本です。本日は，年度末のお忙しい中，公共交通活性化協

議会にお集まりいただきましてありがとうございます。  

本日は，今年度検討してきた内容について中間のとりまとめという形で内

容を報告させていただくのと，前回の協議会の際に報告させていただいた調

布市ミニバス北路線の延伸の件と北部地域で巡回公共交通の実証実験を開始

しましたので，その経過について報告させていただこうと思っております。  

皆様のそれぞれの立場から御意見をいただければなと思っておりますので，

どうぞよろしくお願いいたします。  

【事務局】  

それでは，議事に入ります前に資料の確認をお願いいたします。本日の資

料は，次第に記載しておりますとおり，「委員一覧」，本協議会の設置要綱，

資料３「令和３年度第２回公共交通活性化協議会での指摘事項とその対応

（案）」，資料４「調布市総合交通計画改定版（中間取りまとめ）」，資料５「重

点施策の検討」，資料６「ミニバス北路線の運行計画等の変更について」，資

料７「北部地域における巡回公共交通の実証実験について」でございます。

委員の皆様，資料はお揃いでしょうか。  

それでは，議事進行を会長，よろしくお願いいたします。  

 

議題 (1) 調布市総合交通計画の改定について 

【会長】  

ただいま御紹介にあずかりました中央大学のＡと申します。  

それでは，早速議題に入りますが，本日は２つほどありますので，最初の

議題であります「調布市総合交通計画の改定について」ということで，事務

局から御説明いただいて，その後，議論という形で行きたいと思いますので，

どうぞよろしくお願いします。  

【事務局】  

まず，資料３を御覧ください。  

昨年１２月２３日に開催した第２回協議会においていただいた御意見等と
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それらに対する対応案として整理しました。主なものを説明します。  

１ページの意見番号１については，総合交通計画に基づき検討を予定して

いる「地域公共交通計画」策定の中で整理して参ります。  

ページ飛びまして，５ページの意見番号８については，御意見を踏まえ，

各施策の具体的な実施場所や時期などを勘案し，精査を行います。  

同じく５ページの意見番号９については，コミュニティバスやその他コミ

ュニティ交通を含む交通ネットワークの検討は，次期都市計画マスタープラ

ンの検討内容も踏まえ整理等する予定で，その際，高齢者の移動手段につい

ても意識して整理を行います。  

続いて，資料４を御覧ください。  

これまでの検討事項である「現状の課題の整理」，「基本目標の設定」，「交

通施策の基本方針及び基本交通施策」及び「施策実施方針」を調布市総合交

通計画（中間取りまとめ）という形で整理しました。内容はこれまで示した

ものを基本としていますが，８ページ以降の「施策実施方針」においては第

２回協議会での御意見も踏まえて修正しました。  

主な修正事項を説明します。  

９ページを御覧ください。「基本方針Ⅰ：便利で快適な交通環境の確保」に

ついてです。９，１０ページは変更ありません。  

１１ページを御覧ください。変更箇所は，施策実施方針「③バス走行経路

の確保」欄の９番「バスの円滑な方向のための道路整備，交差点改良，交通

規制」です。これまで「道路整備・交差点改良」と「道幅の狭い道路での交

通規制の検討」の２つに分けていましたが，１つにまとめました。  

このほか，１５ページまで大きな変更はありません。  

続いて，１６ページ以降の「基本方針Ⅱ：環境負荷の少ない公共交通等の

環境整備」についてです。  

１６ページを御覧ください。変更箇所は施策実施方針「⑧ゼロエミッショ

ンビークルの普及促進」欄の２０番「ゼロエミッションビークル（ＺＥＶ）

の普及促進」です。これまで「ゼロエミッションビークルの普及促進」と「水

素ステーションや急速充電器等の設置」を別々の項目にしていましたが，水

素ステーションや急速充電器等の設置はゼロエミッションビークルの普及促
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進のための１つの方法であるため，１つにまとめました。  

１８ページを御覧ください。変更箇所は，施策実施方針「⑨環境に配慮し

た移動手段の充実」欄の２２番「環境負荷軽減に資する車両の公共交通への

導入促進」です。これまでは「ゼロエミッションバスの導入」としていまし

たが，グリーンスローモビリティなどを含む環境負荷の少ない車両を公共交

通に活用していくことを示すため，「環境負荷軽減に資する車両の公共交通へ

の導入促進」としました。グリーンスローモビリティ等の導入検討もこの項

目内に記載しました。  

続いて，１９ページからの「基本方針Ⅲ：適切に機能分担された快適な道

路整備」についてですが，大きな変更はありません。  

次に２３ページを御覧ください。「基本方針Ⅳ：安全・安心に移動できる環

境の整備」についてです。再びページ飛びまして２７ページを御覧ください。

変更箇所は，施策実施方針「⑱自転車走行空間の整備」欄の４５番「自転車

ネットワークの構築，走行空間の整備とわかりやすい明示」です。従前は「自

転車ネットワークの構築，走行空間の整備」と「それらをサインやマップ等

でわかりやすく明示すること」を分けていましたが，自転車走行環境整備の

一連の項目であるため，１つにまとめました。  

続いて同じ２７ページの施策実施方針「⑲自転車等駐車場などの環境整備」

欄における４７番「自転車等駐車場整備」です。これまで大型自転車の駐輪

ラックの整備や１２５ｃｃ以下の自動二輪・原動機付自転車の駐輪場整備を

別の項目として示していましたが，自転車等駐車場整備の１つであるためま

とめました。  

次に２９ページを御覧ください。変更箇所は，施策実施方針「⑳自転車の

利用マナー向上」欄の５１番「利用マナー向上への啓発活動」です。これま

では，利用マナー向上の啓発活動について，市民向けのものとロードサイク

ル利用者向けのものを分けていましたが，まとめました。  

最後に３１ページを御覧ください。「基本方針Ⅴ：活力・魅力を支える中心

市街地・拠点の形成」についてです。  

５７の駅周辺における自動車の混雑緩和に向けた駐車場の効果的な運用に

おいて，福岡市におけるフリンジパーキングの整備を事例として掲げており
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ましたが，調布市及び調布駅周辺の場合，実際に取り組むことは難しいこと

から削除しました。  

施策実施方針での主な修正は以上です。  

それでは，資料５を御覧ください。整理した施策実施方針のうち，重点的

に取り組むべき施策（以下「重点施策」と呼びます。）として定めることを検

討しています。  

重点施策は，社会情勢等の変化を踏まえ，「令和１２年までに実施すべき施

策」又は「令和１２年以降を見越して現時点で検討すべき施策」として整理

し，特に重要な課題への対応や目標達成に向けて分野横断により取り組むべ

き施策であり，現時点からの戦略的な取組が求められる施策として設定する

ことを想定しています。  

また，設定に当たり，可能な限り具体的な内容を記載できる施策で，計画

目標との関係性をみて整理するものと考えます。  

なお，他の計画に記載されている施策は，当該計画に基づき実施されるこ

とを踏まえ，主として重点施策の対象にしないことと考えます。  

重点施策は，計画の目標に対して示すことを考えており，具体的な内容及

び考え方を３，４ページに示しています。  

『 (1) 「安全・安心・快適」を支える交通』について，公共交通を中心と

したネットワークにより交通不便地域を解消する，交通機関同士の結節性を

向上しシームレスな移動を促進するという視点から，誰もが快適に移動でき

る交通ネットワークの構築を重点施策として掲げ，「鉄道・バスによるネット

ワーク図とそれを補完する地域交通のエリアの図」，「路線バスとその他の公

共交通，シェアサイクル等の乗り継ぎ向上に向けた検討実施」及び「高齢者

や交通弱者の移動利便性の向上に向けた駅等における乗継時の利便性の向上，

移動支援策の充実」などを示していきたいと考えています。  

『（ 2）  「環境」に配慮した交通』について，公共交通の利用を促進する

とともに，環境負荷の少ない車両の導入を促進するという視点から，環境負

荷の少ない移動の提供を重点施策として掲げ，「公共交通と自動車の環境負荷

の違いの比較，それによる環境負荷軽減の可能性」，「充填ステーションの設

置等の方向性」及び「環境負荷の少ないゼロエミッションビークル等の公共
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交通や公用車への導入方針」などを示していきたいと考えています。  

『（ 3） 「活力・魅力」を支える交通（中心市街地の活性化）』では，調布

市の交通における最も必要な拠点である駅周辺について，混雑を緩和し快適

な回遊を促進するという視点から，駅周辺の交通円滑化と賑わいの向上を重

点施策として掲げ，「調布駅周辺の歩行者動線・駅前広場動線等の計画内容の

紹介」，「交通結節点及びその周辺での賑わいの向上に向けた施策」及び「駅

周辺や駅間のウォーカビリティ向上に向けた施策」などを示していきたいと

考えています。  

４ページを御覧ください。重点施策を設定する際の視点を示しています。  

『目標１  「安全・安心・快適」を支える交通の達成に向けて』において

は，まちづくり，福祉政策と連携する中で，１つ目「公共交通ネットワーク

の機能強化による公共交通の利用促進が重要であること」，２つ目「公共交通

ネットワークの機能強化には，まちづくりとの連携により，現状の課題であ

る公共交通不便地区への対応と，公共交通ネットワークの要である調布駅の

結節機能のさらなる強化が不可欠であること」，３つ目「福祉交通との連携強

化により，選択性が高く，シームレスな交通体系を確立していくこと」です。  

続いて，『目標２  「環境」に配慮した交通の達成に向けて』においては，

まちづくり，環境政策と連携する中，１つ目「目標１による公共交通の利用

促進とともに，環境政策との連携によりゼロエミッションビークル化に必要

な環境を早期に整えていくことが必要であること」，２つ目「特に，多くの交

通が集中する調布駅周辺のまちづくりやエネルギー政策との連携による取組

から重点的に進めていくこと」です。  

最後に『目標３  「活力・魅力」を支える交通（中心市街地の活性化）の

達成に向けて』においては，まちづくり，道路及び福祉政策と連携する中で，

１つ目「調布市の中心拠点である調布駅周辺の賑わい強化を図ることが調布

市全体の活力アップ，魅力向上のためには不可欠であること」，２つ目「１つ

目により調布駅周辺に集中あるいは通過する交通のコントロール，誰もが利

用しやすい交通結節点としての機能の強化，連立による効果をさらに活かす

歩行者中心のまちづくりの促進を進めていくこと」です。  

以上を踏まえて，重点施策として取り組む施策について御意見等をお願い
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します。  

なお，順番が前後しますが資料４の７ページも御覧ください。重点施策は

今後７ページのように整理して参ります。  

総合交通計画の改定に係る説明は以上です。  

【会長】  

どうもありがとうございます。ただいま市の総合交通計画の改定について

御説明をいただきましたが，特に重点施策の検討がまだ書き込まれていない

と思いますので，これについて御意見等をいただけたらと思います。どなた

からでも結構ですので，挙手をしてからお願いしたいと思います。いかがで

しょうか。  

【Ｄ委員】  

Ｄです。質問ですが，各所に出てくるのですが，高齢者，障害者等の支援

といううたい文句というか，そういうくだりでいろいろなところに書かれて

おりますが，１０ページの「８  バス同士の乗継割引制度に向けた検討」と

なっていますよね。これは大いに検討していただくのは結構なことなのです

が，一方，市内で生活していると，最近，小田急さんと京王さんの相互運行

路線を見たときに，それぞれ定期は別個でないと乗れない。乗れないという

か，待てば良いのですが，特定定期ということになってしまうわけですよね。

例えば小田急さんだったら小田急さんでどこの路線でも共通で乗れる。だけ

ど，小田急さんと京王さんが走っている特定路線の場合は，その定期がそこ

しか使えない定期が１つと，それから小田急を持っていたり京王を持ってい

たり，そのバスが来たときには乗れるけれど，違う会社のバスが来たら乗れ

ないという現実がある。そういう現実がある中で，バス同士の乗継割引制度

と書かれるのですが，現実と理想が乖離しているような気がして，収束して

いってほしいなと思うところが質問です。  

【会長】  

割引制度も大事だけれど，小田急と京王の２つのバスが運行しているとこ

ろは別々の定期を買った人は片方しか乗れない。この現実的な問題をＭａａ

Ｓでやれば簡単に解決するんだけれど，なかなかやりそうもないじゃないで
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すか。どうしますかという御質問です。いかがでしょうか。  

【事務局】  

これはぜひ今後検討して，もちろんバス事業者さんに協力していただかな

いとできないことなので協議させていただければなと思っています。  

【会長】  

これは多分運輸連合とか運輸協定とかいろいろな言葉はあると思うのです

が，そういうことなんですよね。実はＭａａＳの一番重要な部分，この運輸

連合というのは１９７０年代にはドイツではやっているし，そしてオースト

リアでもやっているし，私も今運輸連合を目指してバス会社とＮＰＯ法人と

タクシー会社を１つの会社に仕立てて行政が全部コントロールするという流

れを作る直前になって，それをこういう会議にかけてきたところで，それを

説得するのを来月からやる予定なんです。そういう流れを小田急の方々と京

王の方々が多分きちんとやるかどうかというのを要請したほうが良い。時代

遅れですが，そんな定期をまだやっているのかという状況で，こういう問題

こそ解決をしていく。住民にとっては別々なんですよね。都営地下鉄と東京

メトロを乗り換えるときに，前は料金が倍になってしまうわけで，それを東

京都は割引の運賃にしたのですが，そうではなくて，それを全部計算して距

離帯で計算したプログラムを作れば簡単にできてしまうのですが，残念なが

ら日本は民間で公共交通ができてしまったために，なかなか欧州のようにコ

ントロールが効かなくなってしまっている。コントロールが効かないまま，

向こう１０年，２０年行きますかという。調布市の方々はそれをどう考える

かということを今質問されたんです。どうしますか。  

これは極めて大事なことで，僕は調布市として良い意味で小田急と京王が

協定して一緒の運賃というか，一緒の定期でやれるような努力をどういうプ

ロセスでやったら良いかを検討会を作るぐらいの努力をしても良いと思うん

です。それは小田急も京王も便益が上がるわけですから。ただ，それの費用

については行政か少し持ってあげるとか，そういうことをやって努力をする

というのが１つあるのかなと思いますが，そこがここに書かれると良いです

ね。そういう努力を具体的にする。京王の方と小田急の方はその辺の事情は，
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今ＭａａＳがだいぶ進んでいると思うのですが，いかがでしょうか。  

【Ｇ委員】  

京王バスのＧと申します。非常に難しい問題を投げかけられたのですが，

私もバス会社に勤務する前は一般の人間でしたので，私個人は，神奈川中央

交通さんと小田急さんが走っているようなところに住んでいたので，同じよ

うな気持ちになったことがあるのは事実です。  

実際にバス事業に従事しますと，良い例えかどうかわからないのですが，

牛丼屋で飲食店Ａの割引券を飲食店Ｂに持っていって，これ使えますかと言

っているような感じでして，利用者からすれば牛丼は一緒で，飲食店Ａ，飲

食店Ｂさんからすると，それは飲食店Ｂさんの割引券だからと，そんなよう

な実態があるのかなと思います。  

Ａ先生がおっしゃったとおり，細かい話はいろいろあるのですが，この問

題を解決しようとすると，結構システマチックなシステム面での話がかなり

時間と労力，労力は良いとしても，時間だとお金がかかるかなというのが私

の認識ではあります。  

紙でやれば良いじゃないかというような議論もあるのですが，紙でやりま

すと，簡単に言うと紙を管理する手間，コストが余計にかかってしまうとい

うことがあって，今ＰＡＳＭＯ，Ｓｕｉｃａがすごく普及しているので，な

るべくＰＡＳＭＯ，Ｓｕｉｃａ，もしかしたらこれからＱＲコードに変わる

かもしれませんが，そういう電子的なものに持っていきたいという思いもあ

りますので，紙に回帰するのはなるべく避けたいのかなと思っております。  

あとは，どこまで耐えられるかという話になるのですが，８番に割引制度

と書かれてしまったのですが，割り引いた分のコストは誰が持つのかなとい

うのは素朴な疑問として思うのですが，Ａ先生がおっしゃるとおり，利便性

が上がって利用者が増える話については何とか実現できないかなと思うので

すが，割引を伴ってしまうと正直収益が下がって，ただでさえ厳しい状態が

かなりきつくなることもありますので，先ほどのシステムの話も含めて事業

者の単独での力で実現していくのは結構難しい。できないとは言いませんが，

時間もコストもかなりかかる話なのかなとは，感想めいた話になりますが，
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思います。すみません，あまり答えになっていないですが。  

【Ｆ委員】  

小田急バスでございます。御利用者目線としましては非常によくわかる話

だなと。Ａ地点からＢ地点まで小田急と京王と両方走っている中で，どちら

か片方の会社だけを選ばなければいけないというところに不便が１つ乗っか

ってきてしまうという部分においては本当におっしゃるとおりだなと思いま

す。  

ただ，先ほど京王さんもおっしゃったとおり，別会社といったところで，

自社定期といったところにおいてはそれぞれの会社で努力しながら，できる

だけ自分の会社のところを御利用いただくための努力といったところでの割

引みたいなところも考えているところでございまして，なかなかそこを統一

しながらといったところはシステム的にも難しいですし，それぞれの会社さ

んの考え方の違いといったところを統一していかなければいけないというこ

とも出てくるかと思いますので，やってください，はいわかりましたという

ふうに進めることはなかなか難しいのかなと思います。  

そういった中では，行政様ですとか，東京都ですとか，そういった大きな

ところといろいろ協議をしながら調整を図っていただいて，何年後になるか

わからないですが，合わせていくというプロセスが必要になってくるかと思

います。以上です。  

【会長】  

どうもありがとうございます。かなり大変だという御意見ですね。多分国

とか東京都に予算を少しお願いして，こういう問題を解決できる方策をちゃ

んとやってくださいというのは１つあると思うんです。多分全体的にやろう

とすると大変なんだけれども，競合する路線だけで，そこの定期を持ってい

る人をちゃんと調べれば，そこだけの個別対応で行ける可能性はありますよ

ね。そうすると大したことないと。そういう流れだとなかなか世の中変わら

ないけれど，そういう対応もあるんじゃないですかね。それは多分手間暇か

ければデータを出していただければ，誰が京王のを買っていて，誰が小田急

のを買っていて，競合路線に何人ぐらいいるか。そしてそれを個別対応で，
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その人たちはどっちを乗っても良いよという共通というはんこを押して，費

用の分担は後でその辺は，按分すれば簡単なのですが，やれば良いじゃない

かというのもあると思います。だから，あまりその辺を大きいところからや

ろうとするとできないので，小さくやろうとすれば来月からでもやれそうな

ぐらいの小さなテーマですよね。それぐらいのテーマなんですよ，実は。と

ころが，大きくやろうとすると，飲食店Ａと飲食店Ｂを統合しないといけな

いぐらいの大きな問題になってくるので，統合抜きでやる体制と，統合を目

指していくやりた方と２つ追求する必要性がある。  

今聞いて，ＭａａＳが出てきてもう１０年近く経つわけで，２０１４年で

すが，日本は民間事業がやっているがゆえにユーザー，利用者が不便を感じ

て，余計に払わなくても良いようなお金さえ払っている，こういう現実を変

えていくということを行政はしっかりやらないといけない。これについての

ソリューションを提案していくのが行政の位置付けで，交通計画の会議はま

さにそのことをやることが必要だろうと思います。ですから，時間がかかっ

ても良いからそれはやりましょうというぐらいの意見が欲しいところですね。

ということです。どうもありがとうございました。  

もう１つの観点で，いろいろ高齢者，障害者の交通と連携とありますが，

どう連携しているのですか，連携をどうやってやるんですかということが御

質問のもう１つでしたね。  

【事務局】  

これについては，前回，前々回も御意見をいただいているところなので，

これから福祉部門に，もともと福祉の計画の中にも移動手段についてという

項目があって検討はされているものもありますので，庁内でもう一度そこの

ところはヒアリング等をやった上で示せていくようになれば良いかなと思い

ます。  

【会長】  

高齢者の問題というのは福祉の領域と一般の領域と跨っているんですね。

あるときは福祉の顔を出すし，あるときは一般の顔を出す。そういう意味で

は福祉に行けば何とかなるというのは間違いで，交通計画の中でどこまで高
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齢者を射程距離に入れて問題を解決していくか，その視点が欲しいと思いま

す。  

今，国土交通省の役人３人ぐらい，局長だった人が音頭を取って高齢者の

交通問題をやっているのですが，なかなか難しい。なかなか難しいけれど，

やらなければいけない領域だなと思って，去年からプロジェクトをやり始め

ているのですが，来年度も続ける予定ですが，結構大変ですので，ぜひそこ

もどう連携するかはしっかり頑張ってやっていただけたらと思います。  

特に免許をやめた人をどうするかとか，あるいはフレイル，虚弱老人にな

らないためにどうやって公共交通で支援していくかとか，そういうことを少

ししっかり考えていった方が良いんじゃないですかね。連携という言葉は簡

単ですが，全然連携していないじゃないですか。どう連携するかの具体策が

欲しい。  

あらゆるところに「連携」という言葉が出てくるのですが，環境政策との

連携をどう取るのだろう。そういう意味で「連携」を使うのは良いけれど，

本当に連携強化をどうやるのかをちゃんとわかっていて言ってほしいという

のが御意見ですよね。ということで，よろしくお願いします。  

ほかに御意見はいかがですか。  

【副会長】  

福島大学のＢです。よろしくお願いいたします。この総合交通計画の改定

版については，具体的な記載方法を何とかしようという努力は非常に見られ

た部分があって評価はしております。  

具体的にもう少し例えば書き込みを増やしていくとか，それから事業スケ

ジュールがいくつもあって，実施施策があって，短期とか中長期という形で，

ここまで示していただいていますので，この実施施策の中身をより鮮明にし

ていくというか，それが次の地域公共交通計画につながっていくようにブラ

ッシュアップをしていけるような議論としていただけると良いのかなと感じ

ております。  

一方で，いくつか御質問の中で難しい視点もあったかと思うのですが，可

能な限り考え方を整理した方が良いなと思っています。  
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１つは，特にユニバーサルデザインに関する部分というのがかなり重みが

ついてくるかと思いますので，そのあたりについてはバリアフリーの構想と

合わせた形で，より総合交通計画のほうにもエッセンスを入れた方が良いな

という印象を持っています。  

というのは，交通の事業はかなり複数，いろいろな分野に跨ってきますの

で，そこに波及効果があるように交通の施策の中でもちゃんと入れています

というような論点があった方が良いかなと思ったところがあります。そうい

ったところで，次の地域公共交通計画の策定のほうで細かい点がたくさん出

てくると思いますので，そちらのほうで書き込みをしていただきたいと思い

ます。  

【会長】  

どうもありがとうございます。もう少し書き込みを増やしたほうがよろし

いと。改定版については，形はよくできていますという評価だったと思いま

す。  

それから，中身をもう少し具体化していったほうがよろしいでしょうとい

うのと，ユニバーサルデザインも今後重みがついてくるので，そこも入れた

らよろしいということだと思います。  

関連して，２０１６年ですか，オリパラのあたりのときに共生社会という

言葉が出てきたんですね。共生社会というのは国のメインの政策の１つで，

ＳＤＧｓというのがありますけれども，ミレニアムＳＤＧｓで取りこぼした

政策が２つほどあって，その１つが環境です。ゼロエミッションとか，そう

いうような流れで出てきている。それについてはある程度書き込まれている

と思いますけれども，もう少し具体化が今後進むのだろうと思います。  

それからもう１つは格差社会。この格差社会というのは障害者を含む高齢

者で虚弱の方とかそういう人たちをどういう形で公共交通で救済していくか，

そのあたりの格差社会に対してどうするかというところの書き込みもやや足

りていないような感じがしますので，そういうことも含めて少し足しておい

ていただけたらと思います。  

ほかにいかがでしょうか。  



14 

【Ｅ委員】  

緑ヶ丘・仙川から参りましたＥでございます。少しお伺いしたいのですが，

これを読ませていただいて，高齢者がずいぶんたくさん，４人に１人になる

という前提でお話が流れているのですが，そのときに高齢者に車を運転させ

ないというんですか，するということをやめて，公共交通のほうに，バスに

行くというようなことがずっと長く根底にあるように読ませていただいたの

ですが，高齢者と言いましても非常に個人差があるように思います。高齢者

となるとどうしても交通事故ということが必ずついて回りますので，それは

それとしてあるのですが，やはり高齢者が自分が好きなときにどこにでも行

ける自由というのは必ずあると思うので，一概に高齢者だからといって車社

会から外すということの考え方は少しどうなのかなと私は思います。自由で

あることということは尊重されるべきだと思いますので，これから多分車の

対応に関しても，高齢者対応の車ができたり，そういうことは必ず起きてく

ると思いますので，そういうことというのは１つぐらいは書かれることはな

いのでしょうか。どうでしょうか。お聞きしたいと思います。  

【会長】  

ありがとうございます。車をやめて公共交通に転換するという書き方がさ

れているけれど，高齢者はもっと自由な生き方ができるはずである。これに

ついてはどう思われますか。  

【事務局】  

そのとおりだと思います。市のほうは交通安全もやっているので，高齢者

の免許については，１つはサポカーと言われるサポートがされて踏み間違え

がないとか，それも東京都さんとか国とかが補助をしていただくというのも

あって，期限は過ぎてしまっていますが。ですので，１つは運転するのであ

れば安全対策のある車を運転していただく。  

もう１つは，運転に不安を感じた場合ですね。運転に不安を感じた場合に

は当然免許を自主的に返納していただくのが良いのだろうなと思っていて，

調布市も来年度から免許を返納した方に対して外出機会のサポートができな

いかということで検討することになりました。ただ，実際問題，免許を返し
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たときに，先ほど言われたように本当に移動ができるのかというところは課

題としては残りますので，代替の交通施策は今後検討していかなければいけ

ない課題だと捉えているところです。  

【会長】  

ありがとうございます。高齢者で，実は私はこの間調べて原稿に書いたと

ころは，７５歳以下の高齢者よりは若者のほうが事故が多いんですね。つま

り６５～７４歳よりは明らかに２０代以下の若者のほうが事故が多い。この

データをどう読むかというお話と，それから７５歳以上だと明らかに若者よ

り事故が多い。８０代はもっと多いというようなことがわかっていますので，

そのあたりはデータに忠実に問題を解いていったら良いのではないですか。

そこを見ていないような気がします。つまり，多様な高齢者がいるけれど，

こういう層にはこうというような意見が必要だろう。  

それから，免許返納についてもその辺の個人差というのがあるけれど，個

人差という言葉で考えられる領域は６５歳～７４歳ぐらいだったら個人差を

議論できるのですが，７５歳ぐらいから個人差が少し弱まってきます。だか

ら，個人差で議論する領域が徐々に８０を超えると個人差の議論ではなくな

る可能性がある。そういう意味で心身機能の低下が年齢によって増えていき

ますので，そのあたりの曲線を考えて，こういう時期にはこうしましょう。

しかし，健常な人もまだまだいる領域が６０代は相当多いという話はしてお

かないといけない。その辺の実態を見て政策を作るということが調布市とし

ては重要ですので，もう少し実態を見て言葉に転換していくという作業が遅

れているのではないですかね。そこをちゃんとやってくださいという御指摘

だと思います。  

ほかにいかがですか。  

【Ｃ委員】  

調布社協のＣです。御説明ありがとうございます。  

重点施策について，４ページのところですが，目標３の２つ目のところの

最後に「歩行者中心のまちづくりの促進を進めていく」と書いてありますが，

調布駅周辺のお話かなと思うのですが，あくまで歩行者を中心的に進めてい
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くと書いてありますが，そこのみの中心になるのか，ほかの，例えば調布駅

は中心的な場所になるので車を使われている方も多いですし，バスを使われ

ている方，自転車も今駅前は押して引いていってくださいと看板は出ていま

すが，結構走っていたりというのがあったり，車いすの方もすごく多く通る

と思うんです。その中で歩行者中心というふうに限定せずに，いろいろな面

でここに記入いただけると良いかなというところを感じました。以上です。  

【会長】  

歩行者中心についてですが，いかがでしょうか。  

【事務局】  

今の中心市街地で言えば歩行者回遊軸を作ろうとしていることもあります

ので，できれば歩行者が回遊できるような形にできれば良いかなと。これは

中心市街地のことを書いてありますが，各駅についても同じことなので，駅

周辺はできれば安全に歩けるような歩行空間が整備されれば良いかなと思っ

ているところです。  

【会長】  

よろしいですか。今Ｃさんがおっしゃったことというのは多分歩行者中心

という言い方でも，多様な交通の中で歩行者をもう少し優先しないと歩行者

自身が痛めつけられてしまう，そういう感覚があるので歩行者中心という言

葉が出てきたのでしょうか。だから，何もほかの交通手段を無視しているわ

けではなくて，いろいろなところでも公共交通を重視する政策として道路の

再配分をしましょうということで，道路の使い方を自動車に割り振りすぎて

いるので，もう少し公共交通だとか，あるいは自転車，歩行者に取り戻そう

という動きが欧州，アメリカなどなどいっぱいそうしていますが，日本はも

ともと道路が狭いところの中でひしめいていますので，そういうところが目

立って出てきていないというのも事実です。  

ということは，歩行者が一番弱い立場だからそういう書き方になったのだ

ろうと思います。かといってほかの交通手段を無視しているわけではないと

いうことですね。Ｃさん，それでよろしいですか。  
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【Ｃ委員】  

はい。  

【会長】  

ほかにいかがですか。  

【Ｈ委員】  

東京バス協会のＨでございます。こちらの交通計画のほうですが，全体的

に言えるのは，すべての目標に対して「検討します」とか「図ります」とい

うところで定性面の記述はあるのですが，数値的な目標が書かれていないと

思うんです。確かにこの中に全部書いてしまいますと窮屈になってしまいま

すので，恐らくこの計画を立ち上げた後にそれぞれ分科会等を立ち上げて，

その中で数値目標なりを運用していくのかな，その方が良いのかなと考えて

おります。  

研究が足りなくて申し訳ないのですが，赤字で書いてあるそれぞれの引用

されているところに，もしかすると数値的な目標が書かれているのであるな

らばそれで完了するのですが，定性面が強くて，数値目標がないなと感じま

した。以上です。  

【会長】  

ありがとうございます。そこはいかがですか。数値目標が少ない。  

【事務局】  

これは総合交通計画という形で基本計画になりますので，あまり数値目標

は設定しないのですが，これらを総合的に推進するために，最終的に今の計

画でもあるのですが，２０数項目の数値目標は設定したいと考えています。

それと各施策のスケジュール，これで管理をしていきたいと考えているとこ

ろです。  

【会長】  

ありがとうございます。総合交通計画で大きな方針を書くという段階です

ので，次の段階に入ったときに多分もう少し具体的なものが出てくるのでは



18 

ないか，そういう御発言だと思います。どうもありがとうございました。  

ほかにいかがですか。  

【副会長】  

これは検討という，今後の課題にしていただいた方が良いかなと思ってい

るのですが，先々恐らくですが，ウォーカブルとか自転車の関係を論じてい

くとどうしても健康というキーワードが出てくると思います。健康に資する

とか，ウェルネスというところ，そこがどこかにもし入れられるようであれ

ば少し触れた方が良いかもしれないと思っています。  

ただ，総合交通計画自体はかなり上位のマスタープランになってくると思

うので，その先に展開できるような形が取れるように検討していただいたら

よろしいのかなと思っております。その１点が最後にあれば基本的にはこの

内容で進めていただけたらよろしいのかなと考えております。  

【会長】  

ありがとうございます。ウェルネス，健康，ここのキーワードをきちんと

入れ込んだらどうかという御提案です。  

ほかにいかがでしょうか。時間もだいぶ過ぎてしまいましたので，中間と

りまとめはこのぐらいにさせていただいて，先ほど何点か御指摘をいただい

たと思いますが，そういう形で少し整理して訂正していただければと思いま

す。  

それでは，次に行きたいと思います。  

 

議題(2) ミニバス北路線及び北部地域における巡回公共交通の実証実験について  

【会長】  

「 (2) ミニバス北路線及び北部地域における巡回公共交通の実証実験につ

いて」ということで，報告をお願いしたいと思います。  

【事務局】  

ミニバス北路線について説明するため資料６を御用意ください。前回第２

回協議会で説明したとおり，北部地域にブランチ調布の開業に合わせて，同
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施設内にバス停を設けて，ルート変更をするものです。前回協議が調ったこ

とから，運行事業者である京王バスさんにおいて運行計画等の変更について，

道路運送法に基づく申請を行うとともに，施設管理者等との協議が調ったこ

とから，改めて報告するものです。  

なお，（仮称）ブランチ調布は，４月２２日（金）に開業する予定となって

おり，開業に合わせて，ミニバス北路線についてもルート変更，ダイヤ改正

を行うこととしています。  

概要については，資料６に記載のとおりです。  

続いて，北部地域における巡回公共交通の実証実験について説明しますの

で，資料７を御覧ください。運行の概要から説明します。深大寺北町・深大

寺東町を中心とした北部地域における巡回公共交通の実証実験は，令和４年

１月２８日の金曜日から運行を開始しました。運行日は，火曜日と金曜日の

午前９時から午後４時までの１日計７便です。利用対象者は６５歳以上の方

で，運賃は無料，乗車定員は乗務員を含めて１１人です。  

２ページを御覧ください。続いて運行経路です。現在はルート１で示す通

りページ右下の１番南台を出発し，概ね反時計回りに巡回する経路です。  

なお，１６番梅の湯の後は再び３番「深大寺東町６丁目」，２番「日本消防

検定協会前」を経由して南台に戻ります。ここで，３番の深大寺東町６丁目

の丁の字が町という字になっておりますが，正しくは丁になります。申し訳

ございませんが訂正をお願いいたします。  

５番「都営深大寺住宅前」バス停に御注目ください。ちょうど「既存」の

「存」という字の当たりがクリーンセンター跡地になります。ここにコミュ

ニティ施設等の公共施設を含む（仮称）ブランチ調布が開業されます。公共

施設部分の開業に合わせて本巡回公共交通のワゴンバスも乗り入れる予定で

す。ワゴンバスの（仮称）ブランチ調布への乗入れについては市報やホーム

ページのほか本巡回公共交通に関する説明会等でお知らせします。  

続いて，３ページのＡ３サイズの資料を御覧ください。現在の広報用チラ

シを示しています。これまでもチラシを作成していましたが，利用者等から

の御意見を基に目印となる施設等を追加しました。  

４ページを御覧ください。こちらもチラシの一部になりますが各バス停の
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各便のダイヤを掲載しています。  

それでは，５ページを御覧ください。運行開始の１月２８日から３月１８

日までの利用者状況について説明します。  

ページ下段の図３を御覧ください。まず，利用者数の推移ですが，実験開

始の１月２８日の３３人から，２月４日に３４人となり，２月８日は１２人

となっていますが，その後２０人前後を推移しています。１５日間の平均利

用者数は 1 日当たり２２．２人，１便当たりの利用者数は平均で３．２人と

なっています。  

次に５ページの図４を御覧ください。本巡回公共交通の実証実験は，火曜

日と金曜日に運行していますが，火曜日は１便当たり３．０人，金曜日は３．

３人と金曜日の方が利用者は多くなっています。  

続いて，６ページの図５を御覧ください。ワゴンバスは午前９時から午後

３時まで計７便を運行していますが，便別の利用者数については午前１１時

台の第３便で１便当たり５．３人と最も多く，次いで１０時台の３．７人，

９時台の３．４人と，午前中の利用者が多くなっています。  

７ページ図６を御覧ください。バス停別の乗降者数ですが，乗車は「南台」

の１０６人が最も多く，次いで「梅の湯」の３４人，「市立図書館深大寺分館」

の３２人となっています。  

一方，降車は終点の「南台」での９１人が最も多く，次いで「日本消防検

定協会前」の３９人，「市立図書館深大寺分館」の２９人となっており，乗車，

降車ともに「南台」が大多数となっています。  

続いて，図７を御覧ください。バスに乗車している人の数を示している区

間利用者数を見ても，ほぼ全ての区間で８０人から９０人程度を推移してお

り，バス利用者は「南台」での乗降がメインとなっています。  

続いて，ページが飛びまして９，１０ページを御覧ください。本実証実験

のより詳細な利用実態を把握するため，利用者，非利用者ヒアリング調査を

今後予定しています。  

まず，利用者ヒアリング調査ですが，調査概要欄に示すとおり，実証実験

期間中に，調査員がバスに乗り込み，バス利用者に直接ヒアリングをする調

査を考えております。  
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調査では，利用者の属性，満足度，改善点，運賃等に関してヒアリングし，

このほか，北部地域における公共交通に対する意見や来年度の有料実証実験

に向けた意見等も伺う予定です。  

最後に，１２，１３ページを御覧ください。非利用者ヒアリング調査は，

実証実験期間中に 1 度も巡回交通を利用したことが無い方を対象に，利用し

ない理由，運行サービスに関する意向をヒアリングします。  

また，利用者と同様に，北部地域における公共交通に対する意見も伺い，

巡回交通の改善点等も探ります。  

ヒアリング方法としては，地元自治会等にヒアリングすることを予定して

います。  

説明は以上になります。  

【会長】  

ありがとうございます。ただいまの北部地域における巡回公共交通の実験

についてですが，御質問，御意見がございましたらお願いしたいと思います。

いかがでしょうか。  

【Ｄ委員】  

Ｄです。巡回交通が１月から始まって私たち地域住民も一応自分たちのヒ

アリングは，仲間からのヒアリング，自治会からの状況を聞き取りしており

ます。概ね良好かなと。地域間循環が一定の広がりをしてきているかなとい

う感じはしております。ただし，これはまだ計画の途中ですので，杏林大学

病院に行く日程がまだ定まっていないというところの質問に対して，我々も

内部で回答できないで保留状態にしているのですが，そういうこともこれか

ら計画のなどをもう少し具体的に示してほしいというのが１つ。  

やはりバス停を増やすと巡回の一巡してくる時間がかかってしまうという

悩みはあるのですが，バス停がミニバスよりも少ないというところがかなり

ウィークポイントかなと思います。何箇所かはこのコースの中でも増やして

いってほしい。バス停間隔がかなり広いところもあるというところが実態か

なと感じております。  

あと，今乗車が１便当たり３ .２人ということですので，これは多分前回の
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ときに経済性だけで行くと何人という話がバス会社から出ていましたね。そ

れをすべて足りないところを今後どうしていく方向で考えておられるのか。

そこを利用者側だけの負担で行くのか，どのようにバスは走るのか，こちら

のベクトル方向を知りたいなと。公共交通への補助面というか，支援という

か，その辺のことはそろそろ知りたくなってきたなというところです。  

【会長】  

ありがとうございます。バス停の間隔がやや長すぎるのではないかという

意見と１便当たり３ .２人なんだけれども，お金の不足分はどうするのですか。

運賃では賄いきれないはずだと思いますので，このあたりの考え方をお聞か

せくださいということです。  

【事務局】  

バス停の乗降場の間隔ですが，できればもう少し増やしていきたいという

のもあるのですが，なかなか今貸切バスという形でバス会社さんに運行をお

願いしていますので，今後有料に移していく段階で警察と乗降場所について

は，バスベイが必要だとか，いろいろな話が出てきますので，そこら辺は道

路管理者と交通管理者と協議しなければいけないところがあるのですが，で

きれば店舗の中に乗り入れて良いよという方がいらっしゃれば増やせると思

ったりしているところです。  

それから，今無料でニーズ調査ということで運行をしていますが，１年ぐ

らいを目途に，先ほど委員からもありましたけれども，杏林大学病院も含め

てルートを当初から３つルート案を作っていて，今１つ目のルートで，５月

にはブランチ調布が開業するところに乗り入れる。その次に，様子を見て杏

林大学病院に行くルートをやるかどうか，そういうところはあると思います。 

いずれにしても有料になったときに，この間京王バスからもお話がありま

したが，大体目標として１周９人ぐらいは乗ってもらえないかと思ったりは

しています。当然これで全部黒字になるとは思っていないのですが，赤字幅

がどれぐらいかというのを有料実験を開始する前には最低ラインと言います

か，目標ラインは決めた上で有料の実証実験をやっていきたい。その辺はも

ちろん地元の方と協議をしながら，市のほうも庁内で十分議論をしなければ
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いけないところだと思いますが，そういった形で目標ラインを，ほかの自治

体でもそういうやり方をされているところで，そこは目標を定めた上で有料

の実証実験に移行できればなと考えております。以上です。  

【会長】  

どうもありがとうございます。ほかに御意見はございますか。  

【Ｇ委員】  

運行をさせていただいております京王バスのＧと申します。今有料という

お話があったのですが，事業性に関しては前回の協議会でも少し参考までに

お話しさせていただいたとおりなのですが，今の御利用人数だとなかなか厳

しいかなというのが正直なところではあります。  

その中で，１ページのルート３の杏林大学病院に行くという話が出ている

のですが，先ほどの計画の話ではないのですが，もう少し既存の交通を使っ

てシームレスにというキーワードがありましたが，小田急バスさんもたくさ

ん走っていらっしゃることもありますので，そういったバスと結節すること

で行動範囲を広げていくという考え方はないかなというのは思います。  

と言いますのも，杏林大学病院に行きますと恐らく１時間に１本を維持で

きるかなというのはちょっと厳しい。Ｄさんもおっしゃっていましたが，そ

う思うと，運行範囲を広げていけばいくほど運行間隔も広がっていきますの

で，何を取るかということにはなるのですが，利用者の感覚的には１時間に

１本というのはわかりやすいですし，これ以上広げるというのはバスの路線

的には結構厳しいかなというのは感覚としてはあるのですが，もう少しここ

の路線自体はコンパクトにしつつ，周辺のバスを中心とした既存交通にシー

ムレスにつなげるという考え方もあった方が良いのかなというのは感じてい

るところです。以上です。  

【会長】  

ありがとうございます。ほかに御意見はいかがでしょうか。選択肢はまだ

いろいろあるけれど，あまり言わないでおきます。ほかにいかがですか。  

【Ｄ委員】  
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京王バスさんに質問ですが，既存のバスの乗継ぎというお話ですね。そう

いうリソースをちゃんと使ってやれば良いじゃないか，むやみに延ばす必要

はないよねという話だと思うのですが，そのときに，先ほど中間報告に書か

れていた乗継割引という話題はどうなるんですかね。  

【Ｇ委員】  

考え方次第だと思うのですが，今現時点で無料であるのであればあまり関

係ないかなと思います。有償になったときに運賃設定をどうするかというこ

とだと思います。そこまで含めて，要するに乗継ぎをするということは選択

なんですね。一番わかりやすいのは運行間隔ですね。１時間に１本を維持す

るというほうを選択して，その分，仮に運賃に転嫁するのであれば運賃に転

嫁するのでも良いと思いますし，行政が補助するなら行政が補助するでも別

に良いと思いますが，行政が補助するというのは割引をして行政が補助する

という考え方があっても良いかもしれませんが，そこは選択かなと思います。 

逆に，全然別の地域なのですが，間隔が広がってもあちこちに行ってほし

いという意見がある地域もありますので，それは考え方次第かなと思います。 

我々バス会社の人間は間隔が広がることにネガティブなイメージを持って

いるので，ほかに方法があるのであればあまり間隔が広がるようなことはし

ないほうが良いのではないか，そういうイメージです。  

【Ｄ委員】  

１つ質問して良いですか。京王さんだけに聞くのはちょっと酷だったかも

しれませんが，埼玉の鳩山町の地域公共交通会議を調べてみたらデマンドタ

クシーとか町内循環バスというのをやっておられるんですね。私，前回のと

きに質問したかと思うのですが，公共交通をどういうところに位置付けるの

か。調布の場合は補助金をあまり出さずに，民間ベースでの生業をやってい

るわけですね。それで合うとか合わないとかやっているのですが，市として

地域公共交通を含めてどのようなエリアでみんなの足を作っていくんだとい

う，そこのところがよくわからない，理解できないので少し苛立っているの

ですけどね。だから，京王さんに別にぶつかるつもりはなかったのですが，

そう言われたので，割引はどうなるんですかと質問したくなったということ
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です。  

市のほうから逆に言うと地域公共交通のあり方というか，今現在補助金が

多摩地域で一番少ない調布市としてどう考えているのか。何も助成金だけが

欲しいと言っているわけではなくて，民間の人たちも入れながらどういうあ

り方が良いのか，納得感が要るのかなというところを作っていかないと，経

済性が合わないから減らすんだという議論，そちらのわかりやすい方向に行

ってしまう。先ほどの高齢者とか障害者の足を確保する，支援するという言

葉は並ぶのですが，具体的なところを考えてしまうと，だいぶ乖離している

よねというふうにこちらの生活感から出てしまうんです。その辺がちょっと

汲み取ってほしいなと。できたら示してほしいと思います。  

【会長】  

そこはいかがですか。  

【事務局】  

調布市は確かにＤ委員がおっしゃるように補助金をほとんど出していなか

ったんですね。バス事業者さんに運行していただいていたというところです。

それもあって，人口減少とか高齢化が進む中で，コロナウイルスの影響もあ

って，バス事業者さんだけにお任せしていくわけにはいかないかなというこ

ともわかってきたので，他市の事例も参考に，この会議を立ち上げて，今の

総合交通計画の改定作業を進めさせていただいていますが，この後に，来年

度は地域公共交通計画の策定も着手していきたいと考えていまして，その中

で地域の交通のあり方，体系みたいなものが示せれば良いなと思っています。

それを示した上で，実際にこの地区はどうですかというのを検討していけた

ら良いかなと今考えているところです。以上です。  

【会長】  

Ｄさん，よろしいですか。私のほうから全体の流れを御説明しますと，調

布市が今までやってこなかったのは民間で十分充足できていたと考えられて

いたんですね。ところが，高齢化が起きたり，人がだんだん車の運転ができ

なくなったり，そういうところで不便なところがあって，そこにバスが欲し
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いという要望が出てきたと思うんです。これが北部地域だと思います。  

ここについては，大きな課題という形ではないのですが，住民の足をどこ

まで調布市として確保するのか，どのぐらいの頻度でやるのかという選択肢

として，今のバスでやるという方法が１つ。それから，タクシーでデマンド

やった方が良いというのがもう１つ。それから，グリーンスローモビリティ

といって，地域のＮＰＯが無料で運行するなら４００～５００万出しましょ

うというのもある。これでやっているところもあります。それからチョイソ

コみたいに地域の会社の人たちが一生懸命そこで役所の補助をいただいて，

ある時間運行するというのもある。ただ，これをやるについても，今までの

バス会社の経営を，ずっと調布市の足を守ってきたんですね。そことの調整

がもう１つ重要な点がある。そこの中で抜本的な改革ができないかもしれな

いけれども，まずは北部のこういうバスを運行してみようという，そういう

流れで今来ているんですよね。  

ですから，ここはバス会社の人たちの努力もちゃんと借りながら，人々の

最低限のモビリティをどうするかという，そのラインを少しきちんと整理し

ていくということをやらないといけない。これが来年度以降の仕事なんでし

ょうね。  

先ほどの２つのバス路線，小田急と京王のここで割引制度がこちらに乗れ

たりあちらに乗れたりという利便性を追加すると利用者は増えないかもしれ

ないけれどもとどまるという話なので，こういう簡単なところから解決をし

ていくということももう１つ必要なんですね。これでバス離れが起きてしま

ったら，もう乗らないやとなったらますますバスが厳しくなる。だったら乗

ってもらう方法を検討して，多分小田急と京王の定期を持っている人は数十

人のオーダーしかいないと思うんです。数百人なんていないのではないかと

思うんです。そうすると，数十人のオーダーの人たちの名前さえわかれば，

その人たちは自分は小田急だけで大丈夫，自分は小田急と京王を相互に乗る。

私は京王しか乗らないという人たちが判別できれば，そこをどういう形でや

るかを考えるということが地域公共交通のこれからのやり方なんです。だか

ら，バス会社に対してもきちんとそういうことを理解していただいて，調布

市としても市民の利便性を上げてバスをできるだけ使ってもらう戦略の１つ
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としてそういうバスの使い方を，むしろ問題ある部分をできるだけ解決して

いく，そういうやり方を取るのも交通計画としてはこれからはあり得る話か

なと思いますので，ぜひ頑張ってくださいというのがＤさんの御意見だと思

います。  

ほかにございますか。よろしいですか。時間が間もなく来てしまいますの

で，このぐらいにさせていただきたいと思います。  

その他は大丈夫ですか。  

それでは，以上で本日予定した議事はすべて終了しました。その他委員の

皆様から何かありましたら挙手でお願いしたいと思いますが，ないようでし

たらこれで閉会にしたいと思います。  

以下，このまとめにつきましては，私のほうで事務局と相談して最終的な

とりまとめをさせていただくということでよろしゅうございますか。では，

そういう形でさせていただきたいと思います。  

それでは，事務局にマイクをお返しします。  

【事務局】  

総合交通計画につきましては，令和４年度も引き続き改定作業を進めてま

いりますので，委員の皆様には次年度もどうぞよろしくお願い申しあげます。

以上でございます。  

 

閉会 

【会長】  

これで閉会ということで，どうもありがとうございました。  

以  上   

 


